
 

 

予算委員会質問要旨 

                          

令和２年 11 月４日 

日本維新の会・無所属の会 

衆議院議員 浦野 靖人 

 

 

１．大阪都構想について 【総理】 

 

２．デジタル改革について 【総務、規制改革、井上国務】 

 

３．規制改革について 【総理】 

 

４．尖閣諸島問題について 

【総理、国土交通、環境、小此木国務】 

 

５．外国人・外資の土地取引規制について  

【総理、小此木国務】 

 

６．新型コロナウイルス対策について 【厚生労働】 

 

 

【要求大臣】 

内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣 

環境大臣、小此木国務大臣、規制改革大臣、井上国務大臣 



マイナンバーカード交付通知書

令和２年１１月４日衆議院予算委員会 日本維新の会浦野靖人 パネル資料➀

出典：マイナンバーカード交付通知書（裏面）

グレー内でデザイン配置



公文書管理法改正案

令和2年11月4日衆議院予算委員会 日本維新の会 浦野靖人 作成：日本維新の会 政務調査会 パネル資料②

現 行           改 正 法 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

④各行政機関において、専門的知
識に基づいた適正な行政文書の
管理が十分に行われていない。 

②行政文書ファイル等の保存期間及
び廃棄の概念を廃止する。 
※歴史公文書等は国立公文書館等に

移管し、それ以外は行政機関におい

て永久保存する。 

※国立公文書館等への移管の際組織

的に共用されている写しは、政令で

定めるところにより管理する。 

①公文書等の管理において、ペーパ
ーレスを原則とし、改ざん等を防
止するため高度な情報処理技術の
適切な活用を図る。 

①公文書等の管理において、ペー
パーレス化や改ざん等の防止対
策が十分でない。 

 

②将来歴史資料として重要となる
かもしれない行政文書ファイル
等が、保存期間の満了後に廃棄
され、事後にその重要性が認識
されても取り返しがつかなくな
る可能性がある。 

④専門家の配置など行政文書の管理
が専門的知識に基づいて適正に行
われるようにするために必要な体
制の整備を各行政機関の長に義務
付ける。 

③国会議員等からの個別の事案に
係る要求についての記録が作成
されないことがある。 

③国会議員等からの個別的・具体的
要求についての文書の作成を義務
付ける。 



おもな砕くべき岩盤規制

令和２年１１月４日 衆議院予算委員会 日本維新の会 浦野靖人 作成：日本維新の会政務調査会 パネル資料③

➀ 農地の株式会社所有
② ライドシェア解禁
③ 電波オークション
④ ＮＨＫ分割民営化
⑤ 新聞の資本規制
⑥ 学校（義務教育）での画一教育改革
⑦ 医学部・歯学部・獣医学部の新設など
⑧ オンライン診療の本格解禁
⑨ 保育・介護施設の各種基準の地方分権
⑩ 解雇法制
⑪ 電力（再エネ本格促進など）
⑫ 政省令の条例による上書き



魚釣島灯台（沖縄県石垣市登野城尖閣）

令和２年１１月４日衆議院予算委員会日本維新の会浦野靖人 出典：海上保安庁 パネル資料④



安全保障上重要な土地取引の規制法案

令和2年１１月４日衆議院予算委員会日本維新の会浦野靖人 作成：日本維新の会政務調査会パネル資料⑤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収用・使用 

・国家安全保障上特に重要であり、国
が直接管理すべき場合は、収用・使
用が可能 

・収用・使用を認定した場合、収用・
使用すべき土地等の所在等を告示・
公告・縦覧 

①防衛施設、原子力施設など国家安全保障上重要な施設の敷地及び周辺区域 
②国境離島の区域 
のうち、次のような区域を内閣総理大臣が指定 

土地取引等が国家安全保障上支障とな

るおそれがあるため、取引等の状況を把

握する必要がある区域 

規制 (６月以下懲役・100万円以下罰金) 

取引等の事後報告を義務付け 

第一種・第二種重要国土区域内にある土地について、所有者、地番・地目、利用
実態等に関する調査及び境界・地積の測量を実施 

第一種重要国土区域 第二種重要国土区域 

 
土地取引等※が国家安全保障上重大な支
障となるおそれがある区域 

※取引等･･･土地の売買等の権利移転や開発行為 
                      

規制 (３年以下懲役・300万円以下罰金(法人は１億円以下)) 

・取引等の事前届出を義務付け 
 →問題がある場合、変更・中止勧告、

変更・中止命令 
・事前届出が困難な取引等（相続など）
については事後報告を義務付け 

買取り 

取引等の変更・中止命令を受けた者から
国に対し、土地等の買取りの申出があっ
た場合、国による買取り 

重要国土基礎調査 

その取引等が国家安全保障上支障となるおそれ
がある重要な土地 等について、その取引等に対し必要最小

限の規制を行うことにより、我が国の平和・安全を確保す
ることとする。 

政府は、施行後３年以内に、重要な水源を守るための土地の取引、利用等に関する
規制等について検討・その結果に基づき必要な措置 

重要な水源を守るための規制等についての検討 

平成３０年１１月１５日提出
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